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附属機関等の委員の公募について 

 

【高松市自治基本条例第２０条】 

執行機関は，附属機関等について，その委員の一部を公募により選任するものとする。 

※ 附属機関等とは，附属機関および附属機関類似機関の総称 

附属機関：地方自治法第１３８条の４第３項の規定により法律または条例に基づき設

置された合議制の機関 

附属機関類似機関：市民の意見を本市の行政に反映させること等を主な目的として規

則，規程，要綱等に基づき設置された機関 

【地方自治法第１３８条の４第３項】 

普通地方公共団体は，法律又は条例の定めるところにより，執行機関の附属機関として

自治紛争処理委員，審査会，審議会，調査会その他の調停，審査，諮問又は調査のための

機関を置くことができる。ただし，政令で定める執行機関については，この限りでない。 

 

１ 「高松市附属機関等の設置，運営に関する要綱」の見直し 

市民の幅広い層からの意見の反映と事業の公正性の確保に向け，より多くの市民に附

属機関等の委員になっていただくため，平成２３年度に「高松市附属機関等の設置，運

営等に関する要綱」の見直しを行った（改正後の要綱の施行期日：平成２４年２月１日）。 

【見直しの概要】 

見直し項目 見直し前 見直し後 中核市等の状況 

委員数 総数は１５人以内 公募委員を除く委員

の数は１５人以内 

委員数を定める市の

約７割が総数は２０

人以内としている 

公募委員の

割合 

委員総数の１割以上

かつ１人以上 

公募委員を除く委員

の数の２割を下らな

い人数 

公募委員数を定める

市の約５割が総数の

２０％を最低基準と

している 

上限年齢 委嘱時に年齢７５歳

以上である者は委嘱

しない（公募を除く） 

同左 上限年齢を定める市

の約４割が７５歳ま

でとしている 

在任期間 在任期間は引き続き

１０年を超えること

ができない 

同左 在任期間を定める市

の約５割が１０年と

している 

兼職数 既に他に４機関以上

の委員となっている

者は委嘱しない 

同左 兼職可能な機関数を

定める市の約５割が

５機関としている 

※「中核市等の状況」は，平成２３年４月１日現在における状況。 

回答のあった３８市の集約結果。 
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２ 附属機関等の委員の公募の状況 

(１) 附属機関等の機関数 

ア 附属機関 

平成２３年４月１日現在 平成２４年４月１日現在 

６４機関 ７１機関 

 

  イ 附属機関類似機関 

平成２３年４月１日現在 平成２４年４月１日現在 

６１機関 ３６機関 

 

(２) 公募委員がいる附属機関等の機関数 

平成２３年４月１日現在 平成２４年４月１日現在 

４１機関 ４０機関 

 

(３) 附属機関等の公募委員数 

平成２３年４月１日現在 平成２４年４月１日現在 

７１人（男性３５人女性３６人） ８８人（男性４９人女性３９人） 

     男性１４人女性３人の計１７人公募委員の増加が図られた。 

 


